
安全保障輸出管理に関する居住者判定フローチャート（日本人の受入）

日本人

アメリカ合衆国軍隊、国際連合の軍隊及びこれらの構成員等である。

「非居住者」に該当

以下の【Ｂ】に該当する。
【Ａ】
①日本に居住する者
②日本の在外公館に勤務する者

【Ｂ】
③外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在す
る者
④２年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
➄出国後外国に２年以上滞在している者
⑥上記③～➄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が
６月未満の者

「居住者」に該当

はい

いいえ

はい

いいえ

上記の「非居住者」に該当する場合、来所の３週間前までに、事務局に「VP提出依
頼書」（電子ファイル）を提出すること
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